
 

国税庁は 2 月 27 日、新型コロナウイルス感染症の影響で、所得税、消費税、贈与税の確定申告の申告・

納付期限を 4 月 16 日に一律延長する旨を公表しました。 

 

申告期限・納付期限 

 

 

 

 

 

国税庁によると、「今回の延長措置は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、人がたくさん

集まる確定申告会場の混雑の緩和等を目的としたものでして、今回の措置は個人の方の申告所得税等を対

象としています。 

但し、法人の方でもやむを得ない事情により申告納付等が困難な場合には期限を延長することが可能です。 

このためには税務署に申請していただくことが必要となります。当初の期限が経過した後でも、例えば、

申告の際に要請をいただくことが可能です。 

税務署では、こうした申請があった場合には、納税者の方の個々の事情をよく伺いながら判断することに

なりますが、納税者の方が置かれた状況にも十分配意しながら、対応してまいりたいと考えております。」 

 

このように、法人では個人の確定申告のように、申告するために税務署等に人が多く集まることにはな

らないことなどから、申告期限を一律延長するのではなく、期限内申告が難しい法人が税務署長に直接申

請をすることで申告期限の延長が可能となるようです。 

高税理士事務所 崔 正博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来 延長 

申告所得税 令和 2 年 3 月 16 日 令和 2 年 4 月 16 日 

個人消費税 令和 2 年 3 月 31 日 令和 2 年 4 月 16 日 

贈与税 令和 2 年 3 月 16 日 令和 2 年 4 月 16 日 
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3 月   
 

 

協同組合 広域情報センター 
〒665-0034 兵庫県宝塚市小林 2丁目 10-4 

サンパレス 21 小林 1F 

TEL 0797-73-0816／FAX 0797-26-6560 

URL  http://www.kouiki‐info.or.jp 

税金あれこれ（68） 新型コロナによる申告期限延長 

 

 

 

全国共通・燃料カード  ※カードはメーカーごとに発行 

 

油 種 
出光・ENEOS・ 

COSMO 
宇佐美 

鈴 与 
（ENEOS ウイング） 

レギュラー 128.0～130.0円 128.0～130.0円 120.5～122.5円 

ハイオク 137.9～139.9円 137.9～139.9円 130.5～132.5円 

軽 油 111.1～113.1円 111.1～113.1円 97.4～99.4 円 

  【価格は税抜】  

ＡＭＳカード ※共通利用可能 
 

油 種 
ENEOS・Ｓｈｅｌｌ・ 

COSMO 

レギュラー １３４円 

ハイオク １４４円 

軽 油 １１６円 

     【価格は税抜】 

燃料カードの価格表 【２０２０年３月分】 

ＥＮＥＯＳビジネスカード 
            

油 種 ENEOS 

レギュラー 136.0 円 

ハイオク 146.0 円 

軽 油 114.0 円 

     【価格は税抜】 


